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■米国で広がる「反ESG」の動き

米国の金融市場では、これまで世界的な潮流であった「ESG投資」にとって逆風とも言える動きが散見されています。

世界最大の資産運用会社である米ブラックロックのラリー・フィンクCEO（最高経営責任者）は、6月下旬に開催

された金融関連のイベントにて「今後はＥＳＧという用語を使うつもりはない」と発言し、大きな波紋を呼びました。

また、米格付け大手のS&Pグローバル・レーティングは8月上旬、信用格付けレポートに記載していたESGの定量

評価の公表を取りやめると発表しました。ただ、定性評価については今後もレポートに残される見通しです。

こうした動きが広がる背景には、共和党による「反ESG」機運の高まりがあります。投資は収益の最大化が使命であり、

社会課題解決のために経済的リターンを犠牲にすべきでないと主張し、ESG投資の拡大を抑えようとしています。

一方で民主党は、ESG投資は経済的リターンを高めるだけでなく社会一般にも好影響を及ぼすとしてこれを広

めようとしており、激しく対立しています。州によっては共和党の意向が反映されるケースが見られるものの、連

邦議会はねじれ状態であるため、共和党による「反ESG法」案が成立する可能性はかなり低いと思われます。

いわばESG投資は政治の道具になっています。そのためフィンク氏の発言も政治論争に巻き込まれるのを避け

る意図であり、同社の投資方針を変更したものではないとしています。決してESG投資自体は後退していません。

■ESG関連情報の開示が世界的に進む

世界的には、特に欧州を中心として企業のESG関連情報の開示を求める投資家の動きが広がっています。

国際会計基準を策定するIFRS財団は、2021年に国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設立し、ESG情

報の国際的な開示基準の策定を進める意向を表明しました。これまでは多数の国際基準が存在しており、各企業

の情報開示に統一感が無いといった指摘がなされていましたが、ISSBの設立を機に国際的な開示基準の統一

化が進むとの期待が高まっています。統一化されると、企業間の比較が容易になるといったメリットがあります。

国内においても、昨年7月にSSBJ（サステナビリティ基準委員会）が設立され、国際的なESG開示基準の開発

に対する意見発信および日本における具体的開示内容の検討を実施しています。来年3月に公開草案の公表、再

来年3月には最終基準の公表を控えており、企業のESG関連情報の開示は新たな段階へと進みます。

今後は情報開示が進むにつれ、ESGに対して積極的な企業とそうでない企業とで選別が進むものと予想されます。そのた

め、中長期的なESG投資のトレンドは不変であると言えます。

▼開示基準開発のタイムライン

（出所）各種資料よりいちよしアセットマネジメント作成



購入単位 販売会社が定める単位 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。

換金価額 換金（解約）申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

信託期間 原則として無期限（2020年8月21日設定）

決算日 毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）

課税関係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除の適用があります。
益金不算入制度は適用されません。


